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山村振興基本方針書 

 

 

Ⅰ 地域の概況 

（１）自然条件 

本県の振興山村は南北に長く分布しており、下記のとおり北勢、中勢北部、中勢

南部、南勢、伊賀及び東紀州地域に区分できます。 

地域
区分 

市町村名 
2015/4/1 現在 

旧市町村の区域名 
（●全域指定、○一部指定） 

地形 

北 
勢     

いなべ市 
北勢町 ○十社 裾野型 
藤原町 ○立田 裾野型 

亀山市 
亀山市 ○白川、野登 裾野型 
関町 ○加太、坂下、明 里山型 

中勢
北部 

津市 

美里村 ○長野 峡谷型 

白山町 ○家城、倭 里山型 

美杉村 ○竹原、八知、八幡、多気、下之川 峡谷型 

中 
勢 
南 
部 

松阪市 
飯南町 ○粥見 峡谷型 
飯高町 ●宮前、川俣、森、波瀬 峡谷型 
嬉野町 ○宇気郷、中郷 峡谷型 

多気町 勢和村 ○五ヶ谷 里山型 
大台町 宮川村 ●萩原、領内、大杉谷 峡谷型 

南 
勢 

鳥羽市 鳥羽市 ○加茂 里山型 

南伊勢町 
南勢町 ○穂原、神原 里山型 

南島町 ○吉津、島津 峡谷型 

大紀町 
大宮町 ●滝原、七保 里山型 
紀勢町 ○柏崎 裾野型 
大内山村 ●大内山 峡谷型 

度会町 度会町 ○小川郷、一之瀬、中川 里山型 

伊 
賀 

伊賀市 

上野市 ○丸柱 盆地型 
阿山町 ○玉滝、丸柱 盆地型 
大山田村 ○布引、阿波 峡谷型 
青山町 ○上津、矢持 峡谷型 

名張市 名張市 ○国津 峡谷型 

東 
紀 
州 

紀北町 
紀伊長島町 ○赤羽 峡谷型 

海山町 ○相賀、船津 裾野型 

熊野市 
熊野市 ○神川、五郷、飛鳥、神志山 里山型 

紀和町 ●上川、入鹿、西山 峡谷型 
御浜町 御浜町 ○尾呂志 盆地型 

紀宝町 紀宝町 ○相野谷、御船 里山型 

《データ出典》地形：山村カード 

＊本方針における振興山村のデータは、特に記載のない限り、振興山村の指定を受けた区域のデータを示していま

す。指定を受けていない区域のデータを含む場合は、《データ出典》に「市町全体」と記載しています。 

都道府県名 三 重 県 

作 成 年 度 平成１７年度 

改 定 年 度 平成２７年度 
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本県の振興山村の総面積は、表１のとおり 246,613ha（H22）で、県全体の 42.7%を占めて

います。平均気温は全域が概ね１５℃前後ですが、年間降水量は一番少ない伊賀地域と

一番多い東紀州地域とで約３倍の差があります。 

 

    （表１：地域毎の自然条件） 

地域区分 
振興山村 

総面積(ha) 

国立・国定・県立 

自然公園面積

(ha) 

年間 

平均気温 

（℃） 

年間 

降水量 

(mm) 

気象 

地点 

 

北勢 18,517 5,963 15.1 1,780 四日市 

中勢北部 26,625 22,291 16.2 1,492 津 

中勢南部 68,240 73,306 14.8 2,048 粥見 

南勢 52,333 46,269 15.6 2,228 鳥羽 

伊賀 21,123 8,216 14.6 1,394 伊賀 

東紀州 59,775 6,278 16.2 3,692 尾鷲 

振興山村全体 246,613 162,323 

 県全体 577,760 201,896 

《データ出典》振興山村、県全体：農業センサス（面積） 

振興山村（市町全体）、県全体：みどり共生推進課資料（自然公園） 

気象数値は各観測地点のアメダス統計データの１０年平均値 

 

□北勢地域 

 北勢地域は鈴鹿山脈の山麓にあり、裾野型及び里山型で、一部は鈴鹿国定

公園内にあります。冬季に積雪の見られる地域もあります。 

□中勢北部及び中勢南部地域 

 中勢北部及び中勢南部地域は布引山系、台高山脈の東に位置し、雲出川、

櫛田川及び宮川の上流域に存在し、峡谷型が多い地形になっています。また、こ

れらの地域の多くが吉野熊野国立公園、室生赤目青山国定公園、赤目一志峡

県立自然公園、香肌峡県立自然公園、奥伊勢宮川峡県立自然公園区域内

にあります。 

□南勢地域 

 南勢地域はその多くが宮川右岸に峡谷型、里山型として存在し、一部は熊野

灘沿岸部の伊勢志摩国立公園内にある比較的温暖な降雨量の多い地域です。 

□伊賀地域 

 伊賀地域は伊賀盆地にある内陸型地域で、降雨量が少なく、その一部は室生

赤目青山国定公園区域内にあります。 

□東紀州地域 

 東紀州地域は大台ケ原山系と熊野灘の間に位置する温暖多雨地帯で、その

一部は吉野熊野国立公園区域内にあります。 
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（２）人口の動向 

 

  （表２：人口の動向） 

 

人口 

（人） 

人口増減率（％） 

（S40 との比較） 

若年者比率 

（％） 

高齢者比率 

（％） 

振興山村

全体 
県全体 

振興山村

全体 
県全体 

振興山村

全体 
県全体 

振興山村 

全体 
県全体 

S40 136,118 1,514,467   19 27 10 7 

S60 110,941 1,747,311 △18 15 15 19 18 12 

H17 89,715 1,866,963 △34 23 12 16 34 22 

H22 83,889 1,854,724 △38 22 11 15 37 24 

（若年者：１５才～２９才、高齢者：６５才以上） 

《データ出典》振興山村、県全体：国勢調査  

 

   （表３：地域別の人口（Ｈ22）） 

地域区分 人口（人） 
人口密度 

（人/ha） 
若年者比率（％） 高齢者比率（％） 

北勢 8,032 0.43 13.5 31.9 

中勢北部 9,847 0.37 10.0 42.4 

中勢南部 15,045 0.22 10.5 40.0 

南勢 24,909 0.48 11.9 33.5 

伊賀 7,012 0.33 11.4 39.1 

東紀州 19,044 0.32 8.0 39.2 

振興山村全体 83,889 0.34 10.6 37.3 

県全体 1,854,724 3.21 14.7 24.1 

《データ出典》振興山村、県全体：国勢調査 （面積は農業センサス） 

 

振興山村においては、表２のとおり、昭和４０年と比較すると人口が約４割も減少しており、県

全体で約２割増加しているのに対して対照的な動態となっています。また、振興山村において高

齢者比率は昭和４０年と比較して２７ポイントも増えて約３７％になっており、県全体と比較して

１３ポイントも多くなっています。 

 

地域別の人口は表３のとおりで、すべての地域で人口密度が県全体に比較して大幅に低くな

っています。若年者比率は、北勢地域で 13.5％と県平均との差が 1.2 ポイントと少ないのに対し

て、東紀州地域は、その差が 6.7 ポイントまで広がっています。 
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（３）産業構造 

   ① 産業別就業者数 

 

   （表４：産業別就業人口の推移） 

 

就業人口（人） 
産業別就業人口の割合（％） 

第１次産業 第２次産業 第３次産業 

振興山村 

全体 
県全体 

振興山村 

全体 
県全体 

振興山村 

全体 
県全体 

振興山村 

全体 
県全体 

S40 
65,272 

(100) 

753,245 

(100) 
56 33 22 30 22 37 

S60 
54,264 

(83) 

851,383 

(113) 
20 10 39 38 41 52 

H17 
42,350 

(65) 

922,622 

(122) 
10 5 32 33 58 62 

H22 
37,362 

(57) 

895,097 

(119) 
9 4 29 31 62 65 

  《データ出典》振興山村、県全体：国勢調査  

 

昭和４０年と比較すると、振興山村における第１次産業就業人口の割合は大幅に減り、

第３次産業の割合が増えています。それでも、県全体と比較すると、第１次産業の割合は５

ポイント高くなっています。 

一方、振興山村における全体の就業人口は、昭和４０年より４３ポイント減少しており、県

全体では昭和４０年より１９ポイント増えているのに対して対照的な動態となっています。 

 

   （表５：地域別の産業別就業人口（Ｈ２２）） 

地域区分 
就業人口 

（人） 

就業人口比率（％） 

第１次産業 第２次産業 第３次産業 

北勢 3,829 5 39 56 

中勢北部 4,273 6 26 68 

中勢南部 6,527 12 31 57 

南勢 11,993 8 27 65 

伊賀 3,306 10 35 55 

東紀州 7,434 9 25 66 

振興山村全体 37,362 9 29 62 

県全体 895,097 4 31 65 

《データ出典》振興山村、県全体：国勢調査  

 

 地域別にみると、北勢地域で第１次産業の割合が低く、中勢南部地域で高くなっていま

す。 
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② 第１次産業就業人口の推移 

 

   （表６：第１次産業就業者数の推移） 

年

度 

就業人口（人） 

農業 林業 漁業 

振興山村 

全体 
県全体 

振興山村 

全体 
県全体 年度 

振興山村 

全体 
県全体 

S40 27,816 215,861 4,449 6,151 S38 1,897 43,968 

S60 13,859 100,887 2,217 3,547 S58 1,087 22,255 

H17 5,802 57,810 580 1,047 H15 670 12,261 

H22 4,374 42,623 527 1,255 H25 400 7,791 

《データ出典》振興山村、県全体：農業：農林業センサス、林業：国勢調査、漁業：漁業センサス 

 

 一次産業就業者数は、昭和４０年と比較すると、いずれも大幅に減少しています。 

 

③ 専兼業別農家戸数（販売農家） 

 

 （表７：地域別の専兼業別農家戸数の割合（Ｈ２２）） 

地域区分 
販売農家 

戸数（戸） 

農家戸数の割合（％） 

専業 第１種兼業 第２種兼業 

北勢 437 15.8 8.7 75.5 

中勢北部 476 27.9 3.4 68.7 

中勢南部 767 25.4 5.1 67.1 

南勢 797 21.2 6.8 66.4 

伊賀 611 16.0 5.6 78.4 

東紀州 543 48.4 5.0 46.6 

振興山村 3,631 25.5 5.7 67.0 

県全体 32,965 21.1 7.7 71.1 

《データ出典》振興山村、県全体：農林業センサス 

 

振興山村と県全体を比較すると、専兼業別農家戸数の割合に大差はありませんが、地

域別にみると、東紀州地域において専業農家の割合が高くなっています。 
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④ 産業別生産額 

      （表８：地域別の産業別生産額の割合（Ｈ２４）） 

地域区分 
総生産額 

（百万円） 

生産額の割合（％）※ 

第１次産業 第２次産業 第３次産業 

北勢 400,097 1.0 59.5 38.9 
中勢北部 1,287,457 0.7 23.7 75.1 
中勢南部 628,618 1.7 21.0 76.7 
南勢 135,841 9.6 15.4 74.4 
伊賀 654,411 1.1 46.2 52.2 
東紀州 170,157 5.4 35.2 58.9 
振興山村全体 3,276,581 1.6 32.2 65.5 
県全体(H24) 7,348,301 1.2 37.8 60.4 

《データ出典》振興山村（市町全体）、県全体：三重県民経済計算 

※別途、輸入品に課される税・関税等分が約 0.5%あるため合計は 100 になりません 

振興山村における総生産額に占める第１次産業の生産額の割合は、県全体に比べその

ウェイトは若干高くなります。地域別にばらつきがみられ、南勢地域、東紀州地域においては

他の地域と比較すると高くなっています。 
 

⑤ 一人当たりの所得 

 

（表９：一人あたりの所得の推移） 

 
一人あたりの所得（千円） 県平均に 

対する指数 振興山村平均 県平均 

S40 182 211 ８６ 

S60 1,774 2,062 ８６ 

H17 2,732 3,152 ８７ 

H24 2,484 2,932 ８５ 

《データ出典》振興山村（市町全体）、県全体：三重県民経済計算 

 

  （表１０：地域別の一人あたりの所得（Ｈ２４）） 

地域区分 
一人あたりの 
所得（千円） 

県平均に対する 
指数 

北勢 3,097 106 
中勢北部 3,061 104 
中勢南部 2,544 87 
南勢 2,185 75 
伊賀 2,796 95 
東紀州 2,124 72 
振興山村平均 2,484 85 
県平均 2,932 100 

《データ出典》振興山村（市町全体）、県全体：三重県民経済計算 

地域毎のデータは市町データの単純平均 

一人当たりの所得は、県平均と

比較して格差は解消されておら

ず、平成２４年度のデータでは県

平均より１５ポイントも少ない水準

に留まっています。 

地域別に見ると、北勢及び

中勢北部は県平均より高い

ものの、他の地域では格差が

大きく、特に東紀州地域にお

いては県平均より２８ポイント

少ない水準になっています。 
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⑥ 財政力指数 

 

（表１１：財政力指数） 

地域区分 

H22～H26 平均 

指数 
県平均に対

する指数 

北勢 0.961 158 

中勢北部 0.748 123 

中勢南部 0.509 84 

南勢 0.300 49 

伊賀 0.709 117 

東紀州 0.297 49 

振興山村平均 0.500 82 

県平均 0.607 100 

《データ出典》 振興山村（市町全体）、県全体：市町行財政課資料 

地域毎データは市町データの単純平均 

 

（４）土地利用の状況 

 

（表１２：地域別の土地利用の状況） 

（ha、％） 

地域区分 
総土地 

面積 

耕地 

面積 

耕地

率 

耕作放 

棄地率 

耕地の種類別割合※ 林野

率 田 普通畑 樹園地 

北勢 18,517 576 3.1 26.5 77.6 7.5 15.3 82.1 

中勢北部 26,625 363 1.4 17.7 85.7 7.4 6.9 85.0 

中勢南部 68,240 663 1.0 18.8 59.0 9.4 31.4 92.0 

南勢 52,333 626 1.2 36.8 80.0 5.1 14.7 88.4 

伊賀 21,123 608 2.9 18.1 94.4 4.3 1.5 83.3 

東紀州 59,775 539 0.9 27.9 68.3 7.1 24.9 88.5 

振興山村 246,613 3,375 1.4 25.4 76.8 6.8 16.5 88.1 

県全体 577,760 45,213 7.8 13.8 82.5 9.1 8.4 64.6 

《データ出典》振興山村、県全体：農林業センサス 

                              ※端数整理の関係で合計は１００％になりません 

 

振興山村は、県全体と比較すると林野率が高く耕地率が低いほか、耕作放棄地率が

約２倍高くなっています。耕地の種類別の割合では、中勢南部地域と東紀州地域で樹

園地の割合が高くなっています。 

 

 

地域によって差が大きく、また市町

村合併により傾向が分かりにくくなって

いる部分はありますが、全体としては

北勢及び中勢北部、伊賀地域にお

いては、県平均を上回っているもの

の、南勢、東紀州においては、大きく

下回っています。 
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（５）生活環境整備状況 

  

（表１３：生活環境の整備状況） 

地域区分 
人口１０万人あたり医師数 

（ｈ２２）（人） 

生活排水処理施設の整備率

（h26）（％） 

振興山村全体 218 78.6 

県全体 199 82.2 

《データ出典》 振興山村（市町全体）、県全体： 医師・歯科医師・薬剤師調査、三重の環境 

 

 
（６）国土保全 

 
（表１４：地域別国土保全施設の状況） 

地域区分 

保安林面積（ha） 砂防 

指定地 

(ha) 

地すべり防止

区域 

(ha) 

急傾斜地崩

壊危険区域 

(ha) 
計 

水源 

かん養 

土砂流

出防備 

土砂崩

壊防備 

北勢 9,776 4,136 5,623 17 11,418 24 140 

中勢北部 10,370 7,483 2,853 34 389 509 159 

中勢南部 34,826 27,208 7,598 20 779 35 117 

南勢 16,050 12,488 3,535 27 689 14 297 

伊賀 7,584 3,337 4,238 9 7,604 111 255 

東紀州 25,071 16,653 8,470 48 3,438 45 203 

振興山村 103,677 71,305 32,217 155 24,317 738 1,171 

県全体 119,396 77,648 41,583 165 80,443 760 1,426 

《データ出典》振興山村（市町全体）、県全体：森林・林業統計書（保安林 h22）、県土整備部統計（h26） 

 
振興山村は、県全体の保安林のうち約８７％を占めており、水源かん養や土砂流出防

止などの公益的機能の発揮に大きな役割を果たしています。 
 
 

統計調査方法の見直しや市町村合併により、振興山村区域のみの各種データを抽出する

ことが不可能になってきています。抽出できる市町単位で数値を比較すると、項目によっては県

平均を上回る結果になる場合もあります。 
振興山村区域の状況を、統計データを活用して把握することが困難になってきており、今後

の課題と考えられます。 
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Ⅱ 現状と課題 

（１） これまでの山村振興対策の実施状況 
 

昭和４０年の山村振興法の制定により、本県では昭和４６年度までに３０市町村（合併によ

り平成２７年４月現在１６市町）を振興山村として指定し、昭和４１年度から現在に至るまで６

期にわたり山村振興対策を実施しています。 
第１期対策（昭和４０年度～４７年度）では、所得格差の是正をはじめ、山村の産業、文化、

生活全般にわたる地域格差を是正することを目的に、交通施策及び産業基盤施策を中心に

事業が実施されました。第２期対策（昭和４７年度～５４年度）では、山村地域の特性に応じ

た開発整備がさらに推進され、産業生産基盤施策及び国土保全施策を中心に事業が実施

されました。第３期対策（昭和５４年度～平成２年度）では、山村における定住条件の整備を

中心に、交通施策、産業の生産基盤施策、国土保全施策に加え、社会環境施策にも大き

なウェイトがおかれました。第４期（新山村振興）対策（平成３年度～１０年度）では、都市との

交流にふさわしい環境を整備することを目的に、交通施策、産業生産基盤施策、社会環境

施策、国土保全施策に加え、観光施策に関する事業にもウェイトがおかれました。第５期対策

（平成１１年度～１６年度）では、多様な生活様式に対応できる豊かな自然環境とうるおいの

ある生活空間を有する活力ある山村社会を構築することを目的に、交通施策、産業基盤施

策、社会環境施策、国土保全施策、交流施策を中心に事業が実施されました。第６期（新

法）対策（平成１７年度～）では、格差是正のための生活環境整備と併せて、都市と山村との

交流や獣害被害の防止についての取組にも重点が置かれて実施されました。 
 
（２） 山村振興の現状と課題 
 

これまでの６期にわたる対策により、産業基盤及び生活環境の整備等を実施し他の地域と

の格差是正に取り組みましたが、一人当たり所得を比較すると、格差は依然として解消されて

いません。人口については、県全体でも近年減少に転じたところですが、山村地域では従前か

ら急速なスピードで減少が進んでおり、昭和４０年との比較では約４割減の状況です。その間、

若年者比率は約半分となる一方で、高齢者比率は約４倍となり、いびつな人口構成割合と

なった結果、集落におけるコミュニティ機能の低下が進行しています。併せて、山村地域の基幹

産業である農林水産業に従事する人口の減少も進み、荒廃林や耕作放棄地の増加が課題

となっています。 
今後の山村振興に当たっては、従来から取り組んできた格差是正という視点に加え、山村

が有する多面的機能の維持・発揮は県民全体の発展につながること、そして急激に進行する

人口減少にどう対応して集落機能を維持していくかという視点が必要です。 
多面的機能の維持・発揮のためには、基幹産業である農林水産業の振興をはじめ、地域

内発型産業を振興することにより、小さな経済を回し、所得の確保、雇用機会の創出を図る

ことが重要です。また、「子育て」環境の整備のほか「学ぶ」「働く」「暮らす」の各ライフシーンに

対応した環境整備を進めるとともに、都市住民や企業などの多様な主体との交流や移住取

組を促進し、人口減少に適応した集落づくりが求められます。 
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Ⅲ 振興の基本方針及び振興施策 

山村地域では、道路、情報通信、生活環境等の整備水準が依然として低位な状況にある

ほか、基幹産業である農林水産業の停滞や所得の低迷、雇用機会の減少等から人口流出

や高齢化が他地域に比べ顕著に進んでおり、このままでは山村地域が有する多面的機能の

発揮を支える集落機能が衰退していくおそれがあります。山村地域における人口減少に歯止

めをかけ、維持・発展につなげていくためには、生活基盤や産業基盤の格差是正といった「守り

の対策」と、所得向上と雇用確保に向けた産業振興といった「攻めの対策」を両輪として推進

することが必要です。 
このため、生活環境の整備、高齢者福祉の増進、教育環境の整備等を進めることで住民

福祉の向上を図り、ハード・ソフトの対策を総合的に進めながら山村地域の定住の促進につな

げていく必要があります。 
併せて、山村地域の特性を生かし、地域の努力と創意工夫の下で、農林水産物等の地域

資源を活用した地域内発型の産業振興により、山村地域の所得と雇用の確保を図ってくこと

が重要です。 
これらを達成するため、次の基本目標を掲げ、以下の基本的事項を実施します。 

 
【基本目標】 

   ○地域資源を活用した個性豊かで特色のある地域づくり 
   ○農林水産業振興、地域内発型産業振興を通した地域経済の活性化 
   ○山村が有する多面的機能の維持・増進 

〇都市や企業など多様な主体との共生・対流の促進 
   ○生活基盤整備、住民福祉対策等のハード・ソフト対策を総合的に推進 
 
 
（１） 交通施策に関する基本的事項 
 

山村地域における国・県・市町道は、産業の振興、地域間交流の促進などに欠かせないほ

か、生活の基盤として重要な役割を果たしています。高規格幹線道路や国道などの幹線道

路の整備は進みつつあるものの、依然として道路ネットワークの根幹となる高規格幹線道路に

おいてミッシングリンクが存在しています。また、災害時の救助・救援活動や迅速な復旧・復興

を可能とする道路整備や、高齢化する道路施設の適正な維持管理・更新を行う必要がありま

す。これらのことから、高規格幹線道路等の整備を促進するとともに、緊急輸送道路の整備や、

道路施設の計画的な修繕・更新などに取り組みます。                                   

また、山村地域においては、近年のモータリゼーションの進展等により公共交通機関の利用

者が大きく減少し、路線の廃止や運行本数の削減が行われ、地域住民に不可欠な交通サー

ビス・移動手段の確保が困難な状況が生じていることから、日常生活に必要なバス路線などの

維持確保に取り組みます。 
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１ 災害直後から緊急輸送を円滑かつ確実に実施するため、緊急輸送道路の整備や、道路

施設の耐震化および修繕、法面の防災対策を推進します。 

２ 避難路として住民の身近な集落道路のうち、狭小で通行に支障のある集落道路を他の避

難路と関連して拡幅整備する市町を支援します。 

３ 道路施設が将来にわたって機能を充分発揮するよう、点検・診断・措置・記録を確実に実

施し、効果的・効率的な修繕・更新等を進めます。 

４ 産業の振興と生活の利便性を確保するため、基幹的な市町道について、必要に応じて県の

代行整備を推進します。 

５ 道路ネットワークの根幹となる高規格幹線道路等の整備を促進します。 

６ 日常生活に必要なバス路線の維持確保を推進するため、複数市町を跨いで運行する広域

路線に対する支援を行います。 

 
 
（２） 情報通信施策に関する基本的事項 
 

県内全市町に高速大容量の情報ネットワークが整備され、都市と山村地域との情報通信

格差は是正されつつあるものの、山間部が多い山村地域では携帯電話の使えないエリアが存

在するなど移動通信の格差が依然残っています。このため、移動通信用鉄塔施設整備などに

より格差是正に取り組みます。 
また、安心して暮らせる地域社会の形成に向けて、保健・医療・福祉、防災・安全、住宅な

ど様々な分野で情報化を図ります。 
 

１ 携帯電話不通話地域の解消に向けて、市町と共に取り組みます。 

２ 県民の利便性向上のため、各種行政サービスのオンライン化やＧＩＳ（地理情報システム）の

普及・活用を促進します。 

３ 住民サービスの向上や業務の効率化を進めていくために、県と県内各市町とで電子自治体

の推進に向けた取組を行います。 

４ 既存の情報ネットワークを活用し、医療・福祉連携、生活弱者支援、防災情報共有などの

情報化を進めるとともに、ＩＣＴを活用した起業や地域情報の発信などを通じた地域コミュニテ

ィ活性化を図ります。 

 
 
（３） 産業基盤施策に関する基本的事項 

 
山村地域は、基幹産業である農林水産業において、後継者不足や担い手の高齢化による

活力低下を招いており、耕作放棄地の増加や森林の荒廃が進むとともに、山村地域が果たし

てきた多面的機能の持続的な発揮も危ぶまれる状況となっています。このことから、持続的な

農林水産業経営を支援するため、農林水産業の生産基盤の整備に取り組むほか、農林水

産物の地域ブランド化や６次産業化、農商工連携の支援により、農林水産物の付加価値を

高め、「もうかる農林水産業」の実現に取り組みます。 
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また、雇用の場を維持・創出するため、意欲ある中小企業の活動支援や企業誘致に取り

組むほか、裾野の広い観光関連産業などの振興に重点的に取り組みます。 
 
〔農林水産業〕 

１ 市町が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道について、必要に応じて、県の代行

整備を推進します。 

２ 農業の生産性向上や農村地域の利便性・快適性向上を図るため、関係機関・地元との連

携・調整に努め、生産基盤や生活環境の整備を進めます。 

３ 林業の生産性向上に資する林道の整備を着実に推進するとともに、老朽化した施設の必

要な補強及び更新等の対策を行います。 

４ 県産材を安定的に供給するため、森林施業の集約化、路網整備、高性能林業機械の導

入等による搬出の低コスト化を進め、木材産業の事業基盤の強化、加工・流通の合理化

を推進します。また、木材輸出等の県産材の新たな需要拡大に取り組みます。 

５ 水産資源の持続的利用と安全で効率的な供給体制を構築するため、つくり育てる漁業の

基地としての漁港整備、漁場環境の修復・改善のための漁場整備、および漁業経営近代

化や衛生管理強化のための漁業関連施設を一体的・総合的に整備します。 

６ 食に関わる先端技術や新規事業展開などの面でサポートできる産学官ネットワーク等による

農林水産資源の高付加価値化を図るプロジェクトを推進し、「もうかる農林水産業」に向け

た展開を加速します。 

７ 地域農林水産物の特徴を生かした戦略的なブランド化に向けた取組を支援します。 

 
〔その他〕 

１ 地域産業（地場産業、伝統産業等）の経営改革を促進するため、農商工連携、地域産

業資源を生かした新たな需要創造の取組など、改革意欲の高い取組を重点的に支援しま

す。 

２ 雇用の維持・創出、地域の活性化につなげるため、地域の特性を活かした企業誘致活動を

展開します。 

３ 各種の税制等優遇制度を活用して、企業の立地や新規設備投資を促進します。 

４ 顧客満足度の高いサービスを提供できる観光関連産業の育成、観光の多様性に着

目した観光資源の新規開拓による周遊性・滞在性の向上、地域が一体感を持って観

光地域づくりを行うための「ブランドづくり」、「地域ストーリーづくり」等を進めます。 

 
（４） 経営近代化施策に関する基本的事項 
 

山村地域においては、他地域と比較すると農林水産業の比重が高く、県産材やみかん、茶、

畜産物、沿岸漁業、養殖水産品などが産地化されています。しかし、いずれも後継者不足や

担い手の高齢化が顕著であるほか、生産コストの増加、価格の低迷などにより厳しい情勢が

続いています。これらのことから、生産性向上・経営効率化の促進に加えて、消費者の多様化

するニーズに的確に対応したきめ細やかな対応など、「もうかる農林水産業」の展開を図るため、

生産から加工・流通・販売に至るまでの支援を総合的に推進します。 
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一方、食品の偽装表示や異物混入などが発端となり、消費者の食の安全・安心への関心

が高まってきているため、食品事業者の自主衛生管理や食の安全性に関する情報公開の促

進を通して、食の安全・安心の確保に取り組みます。 
〔農業〕 

１ 国の食糧政策等を効果的に活用して、需要に応じた米の生産や食品産業事業者等のニ

ーズを踏まえた麦、大豆、新規需要米等の生産拡大を進めます。 

２ 野菜や果樹については、価格安定対策や共同集出荷施設の整備など、産地改革計画等

を策定した産地への支援を進めます。 

３ 消費者の多様化するニーズに的確に対応していくため、特色ある品種や生産技術を活かし

て、野菜、果実、茶、花き花木等園芸作物の戦略的な産地育成等に取り組みます。 

４ 茶産地及び茶業経営体の体質強化を図るため、環境負荷軽減技術や省力化機械・加

工施設等の整備を推進するとともに、輸出も見据えた売れる茶づくりに向けた取組を進めま

す。 

５ 畜産経営の安定に向けて、品質向上や低コスト生産、耕畜連携による自給飼料生産、家

畜伝染病に係る防疫体制の強化等に取り組みます。 

６ 普及活動の展開や農業団体等との連携を図る中で、地域の創意工夫を重視した「地域活

性化プラン」の策定・実践への支援、農地利用集積に関する施策との連携を図る中で水田

を中心とした土地利用調整ルールづくりや集落営農組織等の設立・法人化を促進します。 

７ 消費者が求める食の安全・安心を確保するため、食品事業者の自主衛生管理や食の安

全性に関する情報公開を促進します。 

 

〔林業〕 

１ 林業の活性化を図るため、木材生産量の増大に向けた主伐及び低コスト造林を推進し、

持続可能な森林経営への取組を促進します。 

２ 県産材を安定的に供給するため、森林施業の集約化、路網整備、高性能林業機械の導

入等による搬出の低コスト化を進め、木材産業の事業基盤の強化、加工・流通の合理化

を推進します。また、木材輸出等の県産材の新たな需要拡大に取り組みます。（再掲） 

 

〔水産業〕 

１ 資源管理の徹底等により、持続的な生産体制の構築を進めるとともに、担い手の確保・育

成、経営力がある経営体が取り組む６次産業化、安全・安心な養殖、各地域で県内産水

産物を購入できる体制づくりなどを促進することで、高い付加価値を生み出す水産業を確

立します。 

２ 内水面資源の維持・増大をめざし、アユ等の種苗放流や外来魚の駆除対策等を進めるとと

もに、魚道整備などの魚類等の生育に適した環境づくりを推進します。 

３ 消費者ニーズに対応した養殖技術の開発と普及に取り組み、地域特性に応じた養殖水産

物の高品質化などを推進します。 

４ 養殖業の経営改善対策として、複数の魚種を組み合わせた複合養殖を推進するほか、新

たな複合養殖構成魚種の生産技術の開発、高騰する魚粉の代替飼料や魚病予防に向

けた飼料添加物の開発等を進めます。 
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（５） 地域資源の活用に係る施策に関する基本的事項 
 

山村地域の基幹産業である農林水産業の生産性・収益性を向上する観点から、地域の

特性を生かし、その土地の資源を活用するとともに、地域に還元される経済的付加価値が最

大となるように、農林水産物の生産工程だけでなく、製造・加工から販売までの主要な役割を

地域が担う地域内発型の産業振興を推進します。 
また、山村地域の優れた景観・環境や食、伝統文化等を観光資源として活用しつつ、都市

との交流を促進します。 
 

１ 食に関わる先端技術や新規事業展開などの面でサポートできる産学官ネットワーク等

による農林水産資源の高付加価値化を図るプロジェクトを推進し、「もうかる農林水産

業」に向けた展開を加速します。（再掲） 

２ 地域農林水産物の特徴を生かした戦略的なブランド化に向けた取組を支援します。

（再掲） 

３ 木質バイオマスのエネルギー利用を促進し、これまで使われてこなかった間伐材等の未利用

木材の活用を促進します。 

４ 顧客満足度の高いサービスを提供できる観光関連産業の育成、観光の多様性に着

目した観光資源の新規開拓による周遊性・滞在性の向上、地域が一体感を持って観

光地域づくりを行うための「ブランドづくり」、「地域ストーリーづくり」等を進めます。（再

掲） 

５ 三重県が誇る資源を生かして観光地づくりに取り組むほか、「三重県観光の共感者

（三重ファン、リピーター）」の新規開拓や再来訪促進を進めます。 

 
 
（６） 文教施策に関する基本的事項 
 

山村地域は、豊かな自然や伝統文化など地域固有の資源に恵まれ、教育や文化活動の

素材が豊富にあるものの、児童生徒数の減少等による、小規模校の増加、小・中・高等学校

の統廃合等が課題となっています。 
これらのことから、山村地域において、一層の教育環境の向上を図るために、公立学校の教

育施設の整備促進を図るとともに、就学に係る負担を軽減する観点から通学のための交通手

段の確保を支援します。また地域住民が身近な自然や文化資源を活用して主体的に体験

活動や文化活動に取り組むための環境づくりを推進します。 
さらに、振興山村区域外に居住する子どもに対して、豊かな自然環境や伝統文化など山

村地域の特性を生かした教育の場を提供する観点にも配慮して施策を展開します。 
 
 

１ 地域の特性を生かし、豊かな自然や文化等を教材とした体験的な活動や学校間の交流学

習などの教育活動を支援します。 
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（７） 社会、生活環境施策に関する基本的事項 
 

山村地域は、上下水道や医療体制などの生活環境の整備が他の地域に比較して十分に

行われていません。また、一人当たり所得も都市部と比較すると低く、就業場所も減少してい

ることから、働き場所を求めて若年層が地域外へ流出し、その結果として高齢化・人口減少が

進行するという悪循環に陥っています。このため安全・安心な日常生活が営まれるよう、生活排

水処理や医師確保など、他地域との格差是正に取り組むほか、安心して生み育てられる環境

づくりや働く場づくりに取り組みます。 
一方、山村地域の豊かな自然環境は県民の大切な資産であり、健全な状態で次世代へ

引き継いでいく必要があるため、人と自然の共生関係の確保に取り組みます。 
 

〔水道・生活排水処理〕 

１ 水道用水を安定的に供給するため、老朽化対策、震災対策等の施設整備を促進します。 

２ 水源のかん養と環境保全のため、水源上流域の森林の適正な管理に努めるとともに、水源

地域の保全に取り組みます。 

３ 「生活排水処理アクションプログラム」に基づき、関係団体と連携して、生活排水処理施設

の整備を進めます。 

４ 生活排水対策については、浄化槽、下水道、集落排水施設等の効率的・効果的な整備

が求められていることから、地域の実情に応じた適切な手法による整備とするほか、浄化槽で

は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換および市町設置型浄化槽の整備を特

に促進します。 

２ 小・中・高等学校の統廃合に当たり、教育の円滑な実施を図るため、スクールバス・ボートの

購入を支援します。 

３ 活力ある学校づくりのために、地域の実態や教育ニーズなどを踏まえながら、学校規模の適

正規模・適正配置や統合困難な小規模校の振興を促進するとともに、校舎、屋内運動

場、学校給食施設、プール等の学校教育施設の整備を促進します。 

４ 地域にある廃校施設・余裕教室については、貴重な地域資源として位置づけ、他目的での

転用・活用を促進します。 

５ 地域の食文化の体験活動や学校給食への地域食材・郷土料理の導入等により、子どもた

ちの郷土への関心を育みます。 

６ 豊かな自然を活かした自然体験活動・生活体験活動の場を提供する地域住民を支援しま

す。 

７ 県民の多様なスポーツニーズに対応できるよう、地域住民が主体的に取り組む総合型地域

スポーツクラブの育成を支援します。 

８ 文化を通じて幸福実感を高め、郷土に誇りと愛着を感じられるようにするため、次代の文化

の担い手の育成をするとともに、県内外への情報発信や多様な文化との交流・連携を通し

て新たなみえの文化を創造するための環境整備に取り組みます。 

９ 歴史的・文化的遺産の保全活用のため、それらの遺産等の現状把握や専門的知識を持っ

た人材の養成等を行いながら、自主的・主体的な地域づくり活動を支援します。 
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〔医療・健康づくり〕 

１ へき地医療支援機構による代診医の派遣により、へき地診療所等を支援するとともに、医

師の確保等、へき地医療対策に取り組みます。 

２ 地域医療構想の実現に向け、医療機関の機能分化・連携を推進することにより、地域にお

ける効率的かつ効果的な医療提供体制の確保を図ります。 

３ 初期、二次救急医療体制の充実や、重篤患者のドクターヘリの活用による迅速な搬送、

救命率の向上などにより三次救急医療体制の充実を図ります。 

４ 災害時において、急性期から中長期にわたる医療提供ができる体制づくりに取り組みます。 

５ 安全で安心して妊娠・出産ができるよう、医療機関の機能分担・連携体制の構築に取り組

みます。 

６ 適切な小児医療が提供されるよう、医療機関の連携や医療機能の広域化・集約化等に

取り組みます。 

７ 住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サービスが受けられ、安心して自分らしい生

活を実現できる在宅医療体制づくりに取り組みます。 

８ 運動・食事・禁煙・口腔ケアなど個人の適正な生活習慣の定着を支援するため、県民、Ｎ

ＰＯ、企業、学校、市町等と連携して地域全体で健康づくりを進めます。 

 

〔子育て〕 

１ 多様化・複雑化する母子保健ニーズに対応するため、安心して妊娠・出産できる母子保健

サービスの充実と経済的な支援、地域における相談体制の整備等を進めます。 

２ 多様な保育ニーズに的確に応じられるように、関係者自らが検討に加わりながら、市町と連

携し、地域の実情に応じた幼児期の教育・保育や放課後児童対策の支援を行います。 

３ 結婚・妊娠・子育てなどの希望がかない、すべての子どもが豊かに育つことのできる三重をめ

ざして、取組を進めます。 

 

〔雇用対策〕 

１ 地域のさまざまな主体と連携・協働して、就職面接会や若年者を対象とした職業相談、求

人・求職者情報のホームページでの提供など地域の実情に応じた雇用支援に取り組みま

す。 

２ 労働条件の向上や勤労者福祉の充実を促進する取組に加え、ワーク・ライフ・バランスの推

進など、地域社会の一員として積極的に社会へ参画できる基盤づくりを促進するとともに、

若年層の早期離職の未然防止対策を進めます。 

 

〔環境〕 

１ 自然と共生する地域づくりを進めるため、希少野生生物の保全や生態系に配慮した、産業

基盤整備を推進します。 

２ 森林組合との連携により、山村地域における不法投棄等の未然防止に向けた取り組みを

推進します。 
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３ 畜産経営による環境負荷軽減を図るため、耕種農家との連携による家畜排せつ物の有効

利用を支援します。 

４ 県自然環境保全地域などの保全を行うほか、ＮＰＯ等が行う希少野生動植物の保全活

動、里地・里山・里海や河川などにおける自然環境保全活動を支援します。 

５ 多様な主体の協働による環境保全活動を促進するため、住民、ＮＰＯ等の団体、事業者、

行政が協力・連携して環境保全に取り組む体制を構築します。 

６ 宮川流域の保全・再生や地域主体による地域づくりの推進に、住民・ＮＰＯ・企業・行

政の多様な主体が協働して取り組みます。 

 
 
（８） 高齢者福祉施策に関する基本的事項 
 

山村地域では高齢化が県平均に先行して進行する中、高齢者ができるだけ自立しつつ、

適切な介護サービスが受けられるよう、介護予防対策や地域リハビリテーション体制の整備に

加え介護・福祉人材の確保及び介護施設の整備等の施策を推進します。 
 

１ すべての高齢者が地域で自立し安心して暮らせるように、円滑な介護サービスの提供や、地

域包括ケアシステム構築の取組を支援します。 

２ 特別養護老人ホームをはじめとする介護基盤の整備を進めるとともに、高齢者が住み慣れ

た地域で必要なサービスが受けられるよう、市町が進める地域密着型サービスの整備を支援

します。 

３ 認知症の人やその家族に対する支援体制を整備するため、啓発や予防から医療、見守り、

相談などの総合的な取組を支援します。 

４ 「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」および「バリアフリー法」に基づき、不特

定多数の人が利用する公共的施設について、エレベーターや多機能トイレの設置など、ユニ

バーサルデザインのまちづくりを推進します。 

５ 元気な高齢者が地域社会における支え合いの担い手として活躍できるよう、高齢者の社会

参画に向けた取組を推進します。 

 
 
（９） 集落整備施策に関する基本的事項 
 

山村地域においては、美しく風格ある国土の形成に寄与するという役割を踏まえ、集落機

能の維持向上を図るため、交通通信施設の整備や生活環境整備を一層促進することを基

本としつつ、集落としての基礎的条件を維持することが困難な場合においては、住民の意向を

尊重しながら集落再編整備や集落間の連携等を促進します。 
 

１ 農林水産業をはじめとする産業振興、都市との交流や移住・定住の促進、生活環境の整

備、伝統工芸・芸能の活性化や人材育成等を通じた集落機能の維持活性化を図ります。 

２ 小さな拠点づくりによる日常生活機能等の確保と地域内ネットワークの強化を進めます。 
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（１０） 国土保全施策に関する基本的事項 
 

山村地域の多くは山間地にあり、斜面の崩壊や浸食による土砂災害・山地災害が発生し

やすい条件にある一方で、国土や自然環境を保全するとともに、水源をかん養し、国民に必要

な資源を供給するなど国民が安全で快適な生活を営むうえで重要な役割を担っています。 
このことから、山村地域住民の生命、財産を守り、安全・安心な暮らしを確保するとともに、

山村地域が有する多面的機能を維持するため、施設整備等のハード対策と地域防災力向

上に向けたソフト対策を総合的に推進します。 
 

〔国土保全〕 

１ 高潮、波浪、津波による災害から、県民の生命・財産を守るため、海岸堤防の整備等に取

り組みます。 

２ 土石流、がけ崩れ、地すべり等の土砂災害から、県民の生命・財産を守るため、砂防施設

の整備、土砂災害警戒区域の指定等に取り組みます。 

３ 山崩れや土石流等の山地災害から、県民の生命・財産を守るため、治山施設の整備に取

り組みます。 

４ 洪水、高潮、津波による災害から、県民の生命・財産を守るため、河川堤防等の整備、堆

積土砂の撤去のほか、既存施設の計画的な修繕・更新を行い、予防保全に取り組ます。

また、警戒避難体制を強化するためのソフト対策として浸水想定区域図の作成等に取り組

みます。 

５ 洪水をダムで貯留し下流域の洪水被害の軽減を図るとともに、河川環境維持のため常に水

が流れているように十分な流量を確保します。 

６ 防災・減災の観点から整備の急がれる森林について、「みえ森と緑の県民税」を活用し、土

砂や流木の流出を防止するために、異常堆積した土砂や流木となる危険のある立木の除

去を行い、災害に強い森林づくりを推進します。 

 

〔消防・防災〕 

１ 広域的な大災害が発生した際に県が市町支援、総合調整を果たすための広域防災拠点

を整備するとともに、災害発生時において物資支援や広域避難がすみやかに実施されるよう

広域的な応援・受援体制を整備し、災害応急対策活動の円滑化を図ります。 

２ 消防体制の強化に向け、「三重県消防広域化推進計画（改訂版）」に基づき、効果的な

支援を実施し、消防の広域化に取り組みます。 

３ 南海トラフの巨大地震、激化する風水害などの自然災害から県民の命を守るため、避難所

の総合整備をはじめ、洪水・土砂災害避難対策、災害時要援護者避難対策など、市町

が主体的に取り組む防災・減災対策を支援します。 
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（１１） 交流施策に関する基本的事項 
 

本県の山村は、伊勢志摩国立公園など４つの国立・国定公園と３つの県立自然公園区域

内にあり豊かな自然環境が残るほか、熊野古道などの歴史的資源を有し、さらに、特産農林

水産物や郷土料理、伝統文化、人と人の絆など、魅力的な地域資源が数多く眠っています。

こうした資源を活用した山村地域と都市との交流は、相互理解を深めながら、地域産品の需

要拡大や高付加価値化等を通して地域経済を活性化する効果とともに、人的交流による人

材確保や将来的な移住に繋がる可能性を生み出す効果も期待されます。 
このため、山村地域への移住の促進を含めた山村地域における定住の促進に向け、移住に

関する情報の効果的な発信と相談・受入体制の整備を促進するとともに、山村地域の交流

情報の収集・提供、人材の育成、地域内連携による受入態勢整備等幅広い交流の支援体

制を整備し、効果的で継続性のある交流事業の促進を図ります。 
 

〔交流〕 

１ 都市や企業等との交流・連携の促進などを通じて、農山漁村をさまざまな主体が関わる中

で支えていく仕組みや住民の生きがいづくりに取り組むとともに、交流人口の拡大、就業機

会の確保等を図り、人や産業が元気な農山漁村づくりにつなげます。 

２ 水面の秩序ある総合的高度利用をはかるため、漁業と海洋レクリエーションとの調整などを

行います。 

３ すぐれた自然の風景地を県民の資産として継承するため、自然公園の適正な保護、管理を

行うとともに、公園利用施設や自然遊歩道等の適切な維持管理や整備を進め、県民が豊

かな自然に親しみ、ふれあう機会を提供します。 

４ 三重県が誇る資源を生かして観光地づくりに取り組むほか、「三重県観光の共感者

（三重ファン、リピーター）」の新規開拓や再来訪促進を進めます。（再掲） 

 

〔移住・定住対策〕 

１ 移住希望者への相談体制を強化するとともに、市町や関係機関と連携して仕事や暮らしな

ど移住に関するさまざまな情報の提供・発信を行います。 

２ 住むところや働く場の情報提供も含めた相談をワンストップで行うとともに、就職相談セミナー

等を開催するなど、Ｕ･Ｉターン希望者に密接な情報提供、就職相談を行う体制づくりを進め

ます。 

 
 
（１２） 森林、農用地等の保全施策に関する基本的事項 
 

山村地域は、本県の農林地の多くを含み、国土保全や水源かん養、二酸化炭素の吸収

など多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていますが、農林水産業担い手の減少や高齢

化、後継者不足などから、その機能の持続的な発揮が危ぶまれる状況となっています。 
このため、森林の区分に応じた多様な森林整備を進めるとともに、森林の保全に必要な施

設等の整備を進めるほか、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律等に基づき、
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地域住民による農地・農業用施設などの継続的な保全管理活動等を支援することにより、多

面的機能の発揮を促進します。また、農家や林家だけで農林地を保全していくことは困難な状

況に直面していることから、農林地の保全活動などへの若者や女性、都市住民、企業等多様

な人材の参画を促します。 
 

１ 森林の持つ多面的機能の維持・増進や持続的な林業生産活動の推進を図るため、造林

事業、林道事業による木材の循環利用を促進します。 

２ 県産材の安定的な供給と利用の拡大、林業の担い手の確保や育成、林業関係団体等の

基盤の強化などを通じて、森林の適正管理を進めます。 

３ 二酸化炭素の吸収や水源かん養などの森林の持つ公益的機能を高度に発揮する森林づ

くりを進めるため環境林整備を実施します。 

４ 条件不利農地について多面的機能を持続的、効果的に発揮させるため、農業生産活動

の継続を支援します。 

５ 農業・農村地域の多面的機能を発揮させるため、地域住民による農地や農業用施設

等の地域資源の維持保全活動を支援します。 

６ 住民による森林づくり活動への参加の機会や木とふれあう機会の提供を進めるとともに、「み

え森と緑の県民税」を活用し、市町が地域の実情に応じて創意工夫して行う森林づくりの施

策を支援し、県民全体で森林を支える社会づくりを進めます。 

７ 都市住民や企業等多様な主体が参加した農林地の保全を促進します。 

 
（１３） 担い手施策に関する基本的事項 
 

山村地域における農林水産業は、農林水産物の価格低迷や安価な輸入産品の増加等

により停滞しており、後継者不足、担い手の高齢化や、減少が進み課題となっています。しかし

ながら、農林水産業は食料の安定供給をはじめとして、水源かん養、災害防止などさまざまな

役割を担っており、これらの役割を将来にわたり持続的に維持、増進していくことが求められてい

ます。 
そこで、農林水産業を支える意欲ある担い手の育成や経営力強化を図るため、新規就業

希望者や農林水産業参入企業、障がい者等への就業・技術支援の充実により、新たな経営

体等の確保や担い手の経営規模拡大に向けて支援を行います。また、地域の女性等の活躍

に向けた支援を行います。 
 

１ 農林水産業への就業に関心を持っている若年層に対し、農林水産業の知識を身につける

セミナー、情報提供等を行い、就業機会の拡大を推進します。 

２ 農林水産業への就業希望者に対する相談活動、研修の実施、資金の貸付など総合的な

対策を推進します。 

３ 新規就業者の確保・定着に向け、人材育成機能の充実を図るとともに、受入体制の整備

を進めます。 

４ 林産物の供給を担う森林所有者の林業経営等を支援するため、林業に関する技術や知

識の普及と森林施業に関する助言等を行います。 
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５ 農林漁業就業者を確保・育成するため、基礎的研修や体験研修などを実施します。 

６ 自立をめざす農林漁業経営体の経営の安定化や法人化を促進します。 

７ 農林水産業における障がい者就労の促進に向けて、福祉事業所の事業参入や経営規模

の拡大・６次産業化、マッチング人材育成、経営体への意識啓発に取り組みます。 

８ 農山漁村における男女共同参画を推進するため女性起業家の能力開発支援に取り組む

とともに、男女ともに仕事と子育て等を両立できる環境整備を進めます。 

 
 
（１４） 鳥獣害防止施策に関する基本的事項 
 

野生鳥獣による農林作物被害が各地で深刻化し、山村地域の多くの地域でも被害が日

常的に発生しています。獣害は経営面での被害だけでなく、住民の生産意欲の喪失等精神

面での被害を与えるほか、耕作放棄地・荒廃林の増加など地域全体の活力低下に大きな影

響を与えています。 
そこで、侵入防止柵の設置や追い払い活動などの「被害対策」と捕獲活動の強化や森林

環境整備などにより生息環境の整備に取り組み、地域ぐるみによる獣害対策を支援するほか、

未利用資源活用の観点での獣肉利活用を支援します。 
 

１ 獣害対策を実施するため､侵入防止柵等の設置に対して支援します｡ 

２ 地域ぐるみによる獣害対策を推進するため、集落をエサ場にしない対策や追い払いなどソフ

ト活動や、人材育成を支援します。 

３ 捕獲活動や捕獲活動体制の強化に向けた支援を継続します。 

４ 県産の鹿肉や猪肉の利活用を促進するため、「みえジビエ」の普及と需要・消費の拡大に向

けた取組を支援します。 

 
 
（１５） その他施策 

多くの山村地域を含む県南部地域は、世界遺産熊野古道や紀伊山地の山々、複雑に入

り組んだリアス式海岸など、本県においても特に個性的で魅力ある地域です。しかしながら、農

林水産業の低迷や地理的に不利な条件等により、地域経済の停滞や若年層の流出、高齢

化が進行し、地域の活力が低下しており、県内の他の地域との格差がますます広がっていくこと

が危惧されています。 
そこで、地域を支える世代の人口流出を防ぐため、市町や地域の実情・課題に応じ働く場

の確保や定住促進に向けた取組の支援を進めます。また、東紀州地域においては、関係者と

連携して熊野古道を核とする地域の資源や魅力を生かした観光振興、産業振興などの取組

を推進します。 
 

１ 地域の実情に応じて市町がさまざまな形で連携した取組を積極的に支援するとともに、情報

共有や課題解決に向けた話し合いの場を設けることで、南部地域における市町の連携を促

進し、定住の促進や働く場の確保に向けて、効果的・効率的に取り組みます。 
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２ 地域での新たな事業活動につなげるため、市町とともに集落活性化に向けた住民の取組を

支援するとともに、地域おこし協力隊をはじめとした地域づくりに関わる人びとのネットワーク化

を促進します。 

３ 世界遺産熊野古道を核とした自然・歴史・文化などを生かした集客交流や地域資源を生

かした産業振興の取組を進めます。 

４ 東紀州地域において、高速道路の整備など、基幹産業である第一次産業を活性化するチ

ャンスが生まれていることから、一次産品を生かした高付加価値化や販売促進に取り組みま

す。 

 
 

Ⅳ 他の地域振興等に関する計画、施策等との関連 

本県の山村地域には、山村振興法の指定のほか、半島振興法、過疎地域自立促進特

別措置法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する

法律による指定を受けている地域があります。 
過疎地域自立促進特別措置法による「三重県過疎地域自立促進方針」で定めている

「地域の創意工夫に基づき、地域のもつ豊かな地域資源を最大限に活用し、公益的機能の

保全と都市との共生・互恵関係を構築しながら、地域の自主的・主体的な取組を支援する」

との方向性は、本方針の目指す方向と同じです。また、今年度策定する半島振興法による

「紀伊地域半島振興計画」とも相互に調整して作成しました。 
本県では、おおむね１０年先を見据えて、三重のあるべき姿を展望し、県政運営の基本姿

勢や政策展開の方向性を示した戦略計画である「みえ県民力ビジョン」や、「みえ県民力ビジョ

ン・行動計画」に基づき、さまざまな施策、事業に取り組んでいます。現在策定中の「みえ県民

力ビジョン・第二次行動計画（仮称）」及びまち・ひと・しごと創生法に基づき平成２７年度に策

定した「三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の考え方や方向性も踏まえ、山村地域におけ

る多面的機能の維持・保全などの対策や人口減少対策を重点的に盛り込んで、当方針を作

成しました。 
 


